
様式第４号（第12条関係） 

 

事業者行動報告書 

令和 ７年 ７月 ３０日 

 

滋賀県知事 様 

提出者 

住所 京都市右京区西京極大門町２６番地         

 

氏名 ダイニック株式会社 代表取締役社長 山田 英伸 

（代理人）滋賀工場長  大山 兼人 

 

 

 

滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例 
第21条第１項                  

第22条第２項において準用する同条例第21条第１項
 の規定に

基づき、事業者行動報告書を作成したので、提出します。 

 

事業者の氏名（法人にあっては、

名称および代表者の氏名） 
ダイニック株式会社 代表取締役社長 山田 英伸 

事業者の住所（法人にあっては、

主たる事務所の所在地） 
京都市右京区西京極大門町２６番地 

 

１ 事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 ダイニック株式会社 滋賀工場 

事 業 所 の 所 在 地 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀２７０ 

主 た る 事 業 細 分 類 番 号 １ ４ ３ ３ 壁紙・ふすま紙製造業 

該 当 す る 事 業 者 の 要 件 

☑ 原油換算エネルギー使用量が、年間1,500キロリットル以上の事業所を

県内に有する事業者 
□ 従業員数が21人以上であって、エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効

果ガス排出量が、二酸化炭素換算で年間 3,000 トン以上の事業所を県内に

有する事業者 

□ 任意提出事業者 

 

２ 計画期間および報告対象年度 

計 画 期 間 ２０２１年度  ～  ２０２５年度 

報 告 対 象 年 度 ２０２４年度 

 

３ 計画の実施状況 

計 画 の 実 施 状 況 別添のとおり 

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とします。 

 



標準様式第２号 

（第１面） 

１ 自らの温室効果ガス排出量の削減に向けた取組の実施状況等 

(1) エネルギー起源ＣＯ2排出量の削減に向けた取組の実施状況 

 取組項目 取組の内容 取組の実施状況 

１ 
設 備 導 入 

対 策 

省エネ効果の高い照明設備に更

新する。（ＬＥＤ化） 

蛍光灯更新50灯(R3) 

蛍光灯更新50灯(R4) 

蛍光灯更新50灯(R5) 

蛍光灯更新50灯(R6) 

２ 〃 
高効率空調機、冷凍機に更新す

る。 

ｴｱｺﾝ1台更新、ｴｱｺﾝ1台設置(R3) 

ｴｱｺﾝ2台更新(R4) 

ｴｱｺﾝ1台更新(R5) 

３ 〃 
自家消費型太陽光発電設備の導

入 

技術棟、開発棟屋根に設置。設備容量

168kW(R3) 

2024年1月稼働。設備容量1,056kW(R5) 

４ 〃 集中コンプレッサー化 
2023年10月設置。ベビコン20台→ｽｸﾘｭ

ｰｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ37kW×3台に変更(R5) 

５ 〃 高効率型変圧器に更新する。 効果少ないため計画中止。 

６ 〃 工場ルーフファン更新 2025年度に計画。 

７ 〃 蒸気小型ボイラ更新 
2024年1月更新。2t×4基、2.5t×4基→

3t×6基に変更(R5) 

８ 〃 蒸気小型ボイラ保温 6基保温(R6) 

９ 運 用 対 策 
設備生産効率の向上(スピード

アップ等) 
継続実施中。 

 

 (2) エネルギー起源ＣＯ2以外の温室効果ガス排出量の削減に向けた取組の実施状況 

 
温室効果 

ガスの種類 
取組の内容 取組の実施状況 

    

 

(3) 上記の取組に係る目標の進捗に対する自己評価 

2020年度を基準年度としてＣＯ2排出原単位で年平均1％削減という目標に対し、2024年度

実績は対基準年度比は年平均3.0％の増加、対前年度比では2.1%増加となった。対基準年度

比での内訳では、電気の使用に関する部分については年平均0.8％の増加、都市ガスの使用

に関する部分については年平均4.3％の増加となった。 

今計画期間中に実施した自家消費型太陽光発電設備の導入や小型ボイラ更新等の省エネ

設備投資によりＣＯ2排出量の削減効果は大いに得られているが、一方、環境改善として導

入している蓄熱燃焼式排ガス処理装置のエネルギー使用量が更に増えており、ＣＯ2排出原

単位の目標達成には至らなかった。ちなみに、この排ガス処理装置のエネルギー使用量を除

外すると、ＣＯ2排出原単位は年平均0.5%減となり、目標付近まで削減されている。 

 

 



（第２面） 

２ 事業活動を通じた他者の温室効果ガスの排出削減により低炭素社会づくりに貢献する

取組の実施状況等 

(1) 取組の実施状況 

取組の内容 取組の実施状況 

① 有機ＥＬ用乾燥材の生産を通じた低炭素社会づくりへの

貢献 

滋賀工場では有機ＥＬディスプレイ、及び有機ＥＬ照明に

使用される乾燥材を生産しています。また、液状タイプの開

発も行っています。 

有機ＥＬディスプレイや有機ＥＬ照明は消費電力が少な

いことが知られています。消費電力を削減することで電力を

生産する際に排出される二酸化炭素を少なくできます。 

 

②キャパシタ、コンデンサ向け電極用塗料の生産を通じた低

炭素社会づくりへの貢献 

滋賀工場ではキャパシタ、コンデンサ向け電極用塗料の生

産をしています。 

 キャパシタやコンデンサは一部再生可能エネルギー、及び

回生エネルギーの蓄電用に使用され、二酸化炭素の排出量減

少に役立っています。 

 

滋賀工場では①、②の生産を通じて、低炭素社会づくりを

推進しています。 

①２０２４年度も有機ＥＬ

ディスプレイ及び有機ＥＬ

照明用乾燥材の生産及び開

発をしています。今後も継続

的に生産していく予定です。 

 

 

②キャパシタ、コンデンサ向

け電極用塗料の生産を行っ

ており、受注量が順調に増加

しています。 

 

(2) 上記の取組に係る目標の進捗に対する自己評価 

２０２４年度も順調に取組を進めました。今後も引き続き該当製品の生産を推進してい

く予定です。 

 



（第３面） 

３ その他の低炭素社会づくりに向けた取組の実施状況等 

 取組項目 

取組の内容および 

当該取組により達成しようとす

る目標 

取組の実施状況等 

１ 廃棄物の削減 

事業活動を改善することにより、

廃棄物の発生量及び排出量を、２

０２５年度末までに１９９９年

度前半期比、生産換算で発生量５

０％、排出量９０％削減する。 

 

発生量31％削減(2024年度後半実績) 

排出量84％削減(   〃    ) 

廃棄物の発生量は増加しているが、廃

プラスチックリサイクル業者への委

託量を更に増やしたことにより、排出

量削減率は昨年度比約２ポイント向

上した。 

２ 
環境教育の 

推進 

環境月間活動の一環として、従業

員に対する環境教育の実施。 
継続実施中 

３ 
再生可能エネ

ルギーの導入 

太陽光発電システム(売電)の導

入（直流出力 2547kW） 
２０２２年１０月発電開始 

    

    

    

    

 


